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  輸出物品販売場制度の見直し                

Ｑ：令和７年の税制改正では、輸出物品販

売場制度が見直されるそうですが、どのよう

になるんですか？                                     

                                              

Ａ：次のように改正されます。 

【解説】  

令和７年度の税制改正大綱では、輸出物品

販売場制度の見直しについて、次のように改

正するとされています。 

【免税方式の見直し】 

①  輸出物品販売場を経営する事業者が、免税

購入者に対して免税対象物品を譲渡した

場合であって、その免税購入対象者がその

購入した日から90日以内に出港地の税関

長の確認を受けたときは、その確認をした

旨の情報(税関確認情報)を輸出物品販売

場を経営する事業者において保存するこ

とを要件として、その免税対象物品の譲渡

について、消費税を免税する。この改正に

伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格

で販売し、出国時に持出しが確認された場

合に輸出物品販売場を経営する事業者か

ら免税購入対象者に対し消費税相当額を

返金するリファンド方式となる 

②  免税対象者は、購入した免税対象物品につ

いて、出国時に旅券等を提示して税関長の

確認を受けるものとし、その確認を受けた

免税対象物品を国外に持ち出さなければ

ならないこととする。 

③  税関長は、輸出物品販売場を経営する事業

者に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の

免税販売管理システムを通じて税関確認

情報を提供するものとする。 
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